
 

雇用保険法施行規則第百十条の三第二項第一号イ（５）及び第二号の規定に基づき 

厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件（案）に関する意見募集の結果について 

 

令和８年４月８日 

厚生労働省 

職業安定局雇用開発企画課 

 

雇用保険法施行規則第百十条の三第二項第一号イ（５）及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正

する件（案）について、令和８年１月 26日（月）から同年２月 24日（火）まで御意見を募集したところ、３件の御意見を

いただきました。 

お寄せいただいた御意見の要旨とそれに対する考え方について、内容により分類し、以下のとおり取りまとめましたの

で、公表いたします。 

皆様の御協力に深く御礼申し上げるとともに、今後とも厚生労働行政の推進に御協力いただきますよう、よろしくお願い

申し上げます。 

 

No. 案に対する御意見の要旨 御意見に対する厚生労働省の考え方 

１ 

今回の改正案は理念としては理解できるが、既存の外

国籍向け助成金制度との整合性が欠けている。 

 

1.  外国籍向け助成金は外国籍限定である一方、トラ

イアル雇用助成金は国籍不問で拡大される結果、外

国籍の方が複数の支援制度を利用できる構造が生ま

れ、制度間の公平性が損なわれている。トライアル

雇用助成金を日本国籍及び永住者のみを対象にする

○ トライアル雇用助成金は、職業経験、技能、知

識の不足等から、安定的な就職が困難な求職者を

ハローワーク等の紹介により、一定期間試行雇用

する事業主に対して助成する制度であり、求職者

の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを

目的としています。 

 雇用関係助成金については、労働者の職業の安

定に資するための制度として、事業主が活用する



 

2 

 

か、先の外国籍向け助成金制度に日本人も対象にし

なければ公平にならない。 

外国籍向け助成金と国籍不問の助成金の関係性を

整理し、日本国籍者が相対的に不利にならない制度

設計を求める。 

2.  支援が必要な日本国籍者が多数存在するにもかか

わらず、外国籍向け制度の拡大により、企業が、助

成金を取りやすい外国籍の方を優先採用するインセ

ンティブが生じる可能性がある。 

氷河期世代、母子家庭、障害者、長期失業者な

ど、国内の支援対象者への施策を拡充し、外国籍と

のバランスを取るべきである。 

3.  対象者の追加に伴い、どのような基準で「就職困

難者」と認定するのか、透明性が求められる。ハロ

ーワークによる対象者認定の基準を明確にし、恣意

性や不公平感を排除すること。 

4. 行政が理念だけを説明し、制度間の整合性を説明し

ないことは、地域の信頼を損なう。制度拡大の背景、

目的、影響を丁寧に説明し、地域の納得感を得ること。 

ことができるものとなっており、その要件につい

ては各助成金の目的に応じて設けることとしてお

ります。 

○ トライアル雇用助成金は、雇用保険被保険者で

あれば日本人であっても外国人であっても条件に

合致すれば、活用できるものとなっています。 

本改正は、同助成金について、その対象に、生

活困窮者のうち、生活困窮者自立相談支援事業、

生活困窮者就労準備支援事業又は認定生活困窮者

就労訓練事業による就労の支援の対象となってい

る者を加えることとしたものですが、いただいた

御意見については、今後の施策の参考とさせてい

ただきます。 

〇 対象者の要件及びハローワーク等による対象者

要件の確認については、実施要領に記載し、本助

成金の HPにおいて掲載いたします。制度について

ご理解いただけるよう、地域への周知に努めてま

いります。 

 

２ 

トライアル雇用の枠を、生活困窮者に広げる、という

改定だが、元々雇用者に足下を見られ、不当な労働環境

に置かれやすい困窮者のトライアル雇用に助成金を出せ

ば、更に「使い捨て」が進む危険も有る。 

○ トライアル雇用助成金は、職業経験、技能、知

識の不足等から、安定的な就職が困難な求職者を

ハローワーク等の紹介により、一定期間試行雇用

する事業主に対して助成する制度であり、原則３
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そもそも生活困窮者の救済は、生活保護費により国が

行う義務がある。それを就職斡旋して生活保護費を圧縮

し、企業の方に金をやる、というのでは、全くの本末転

倒になってしまう。 

生活困窮者が不当な扱いを受けない様、雇用保障制度

を設けるべきだ。 

また、困窮者はただでさえ技能習得にかけられる資源 

(時間・体力・資金) が少ない。 

トライアル雇用助成金は企業に全額ではなく、生活困

窮者に技能習得の費用として分けるべきではないのか。 

か月のトライアル雇用期間中に、仕事や適性を見

極めることができます。 

○ 本改正は、「新たな就職氷河期世代等支援プログ

ラムの基本的な枠組み」（2025 年６月３日就職氷

河期世代等支援に関する関係閣僚会議決定）にお

いて、就労を受け入れる事業者の支援として、ト

ライアル雇用助成金の拡充について検討を行うこ

ととされたことを踏まえて行うものであり、本助

成金の活用推進を通じ、新たに対象に追加された

生活困窮者の方を含めた希望する方が一般就労を

目指せるよう支援を行ってまいります。 

３ 

本改正案の理念は素晴らしいと思います。ただ、問題

は、得てして助成金というものは、必要としている人に

は情報が届かず、情報を得た悪意ある事業主に不正受給

されてしまいがちな点にあると考えます。 

ワーキングプア、心身の不調による離職・療養、介護

離職、子どもの不登校、ひきこもりなどなど、就職氷河

期世代は社会と隔絶された状況にある人も少なくないの

ではないでしょうか。 

ハローワークなどで情報を得ようとする人はまだその

余裕があるという事でもあり、そこにさえたどり着けな

い人に、いかに情報を届けるかがこの政策の成否を分け

ると考えます。 

○ 助成金の活用を推進するため、自立相談支援機

関とも連携して、周知に努めてまいります。 
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政策立案をされる人の仕事は現場に通達を出すまでで

はなく、必要としている人の所に必要な支援が届くま

で。そうでないと、どんな政策も「絵に描いた餅」にな

ってしまいます。 

この助成金は人を雇わないと発生しないので、求人に

対して応募者が必要です。フードバンクや低賃金職種の

職場や病院など、当事者が集まりそうな場所で、生の声

を取材して、智恵を絞ってください。 

あと、「検討」だけで終わらせないでください。 

 


